
 

(農地・農業用施設) 
      

令和２年９月２８日 栃木県塩谷南那須農業振興事務所 

 

塩谷南那須管内では、令和元年 

東日本台風災害の復旧が進んでい 

ます。工事が完了した那須烏山市 

の下境では代替作物（エンバク） 

の作付けがおこなわれ、順調に生 

育しています。 

県では、令和元年東日本台風災 

害の教訓を踏まえ、市町担当者向 

けの「農地・土地改良施設の大規 

模災害時対応マニュアル」を策定 

しました。今後、本マニュアルを 

活用し、市町と県が連携を図り、 

迅速かつ的確な対応をしていくこ 

ととします。 

 

 

災害復旧工事着手前の状況(河川名：内川) 

河 川 災 害 復 旧 事 業 と の 連 携 工 事 箇 所 に つ い て ( 紹 介 ) 

那須烏山市 下境  

さくら市 吹上堰 

さくら市 松西堰 

さくら市 八龍神堰 

エンバク 

さくら市にある 3 箇所の堰は、矢板土木事

務所との連携により河川工事と併せて一括

発注されました。3 件の工事は令和 2 年 9 月

に契約し、非出水期に工事を着手します。 


